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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　貫通孔が形成され且つ大地につながるように設置されている接地構造物に取り付ける接
地端子であって、導電性を有する端子本体部と、該端子本体部を接地構造物に固定するた
めの固定部とを備え、前記端子本体部は、前記接地構造物に当接させる当接部と、該当接
部に対向する対向部とを有し、前記当接部には前記対向部に向けて開口するねじ孔が形成
され、前記対向部には前記ねじ孔と対向する対向方向において直線上に並ぶ位置で貫通す
るスライド孔が形成され、前記固定部は、軸状であり且つ軸線方向における一端が前記当
接部と前記対向部との間に配置されるよう前記スライド孔にスライド可能に挿通されるス
ライド軸部と、該スライド軸部の前記一端に延設された固定軸部であって、外面にねじ山
が形成された固定軸部と、前記スライド軸部の前記一端に設けられる押圧部であって、外
周側端が該スライド軸部の外面よりも外側に位置する押圧部とを有し、前記固定軸部が前
記ねじ孔に螺合可能であり、前記ねじ孔に対する前記固定軸部の螺合を規制すべく、前記
ねじ孔の前記開口上に配置され、且つ前記接地構造物に押されることによって、前記固定
軸部が前記ねじ孔に対して螺合可能となるように前記ねじ孔の前記開口上から退避する螺
合規制部を備える、接地端子。
【請求項２】
　前記押圧部には、前記当接部との間を視認するための視認部が形成されている請求項１
に記載の接地端子。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電線や電気設備等の接地をとるために用いられる接地端子に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、電路となる電線や電気設備に対して作業を行う際に、作業対象とする電路の
接地をとることがある。
【０００３】
　電路の接地をとるには、大地につながる接地構造物（例えば、鉄塔のアングル材）に設
置する接地端子と、電路に取り付ける接地器具（例えば、アースフック）とが用いられて
おり、接地端子と接地器具とを接地線で接続した後、接地端子を接地構造物に設置し、接
地器具を電路に取り付けることによって、誤通電等の理由で電路に流れた電流が接地器具
及び接地端子を通じて接地構造物に流れるようにしている。
【０００４】
　上記接地端子には、例えば、特許文献１に開示されているように、接地構造物に形成さ
れている貫通孔を利用して接地構造物に対する位置ずれを防止できる機能（以下、位置ず
れ防止機能と称する）を発揮できるように構成されたものがある。
【０００５】
　かかる接地端子は、接地線が接続される接地端子本体と、該接地端子本体に接地構造物
を押しつける押圧手段とを備えている。
【０００６】
　接地端子本体は、コの字状に形成されており、対向する一対の腕部を有する。また、一
対の腕部のうちの一方の腕部（以下、第１の腕部と称する）には、他方の腕部（以下、第
２の腕部と称する）と対向する対向方向において貫通するねじ孔が形成され、第２の腕部
には、第１の腕部に向けて開口する凹状の保持穴が形成されている。そして、ねじ孔と保
持穴とは、前記対向方向において同一直線上に並ぶように形成されている。
【０００７】
　前記押圧手段は、長尺な雄ネジ部であって、軸線方向における一端が第１の腕部と第２
の腕部との間に配置されるようねじ孔に螺合した雄ネジ部と、該雄ネジ部の前記一端に延
設された係合突部であって、保持穴に抜差可能な係合突部と、該雄ネジ部の前記一端の外
周全周から外側に張り出す押圧部とを有する。
【０００８】
　接地端子を接地構造物に取り付けるには、第２の腕部と係合突部の間に接地構造物を介
在させたうえで、第２の腕部を接地構造物に当接させる。
【０００９】
　そして、第２の腕部の保持穴の位置を接地構造物の貫通孔の位置に合わせた後、雄ネジ
部を回転させて係合突部と押圧部とを接地構造物に接近させる。
【００１０】
　雄ネジ部を回転させ続けると、接地構造物の貫通孔と第２の腕部の保持穴とに係合突部
が差し込まれる。これにより、係合突部と接地構造物とが係合し、接地構造物に対する位
置ずれが防止される。
【００１１】
　そして、雄ネジ部をさらに回転させ続けると、押圧部によって接地構造物が第２の腕部
側に押し付けられ、接地構造物が押圧部と第２の腕部とによって挟持される。
【００１２】
　従って、前記接地端子は、設置されている状態において、接地構造物に対する位置ずれ
が防止されるため、使用中に接地構造物から脱落してしまうことを防止できるとされてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【００１３】
【特許文献１】特開２０１１－６６９５２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　ところで、従来の接地端子では、雄ネジ部の回転動作に連動して押圧部と係合突部とが
接地構造物に接近するように構成されているため、作業者は、雄ネジ部を回転させること
ができなくなった時点で接地構造物への接地端子の設置作業が完了したと判断している。
【００１５】
　しかしながら、雄ネジ部は、係合突部が接地構造物に突き当った場合、すなわち、係合
突部が接地構造物の貫通孔に挿通されずに、係合突部の先端と第２の腕部とで接地構造物
を挟持してしまった場合においても回転しなくなるため、作業者は、係合突部により接地
構造物に対する位置ずれが防止されていない不適切な状態（すなわち、位置ずれ防止機能
が発揮されていない状態）であっても、接地構造物に対して接地端子が適切に設置されて
いると誤認してしまうことがある。
【００１６】
　そして、このように誤認した状態では、例えば、接地端子に外力が加わると、該接地端
子が接地構造物から外れる虞がある。
【００１７】
　そこで、本発明は、かかる実情に鑑み、接地構造物に対して位置ずれ防止機能が発揮さ
れずに誤って設置されてしまうことを避けることができる接地端子を提供することを課題
とする。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本発明の接地端子は、貫通孔が形成され且つ大地につながるように設置されている接地
構造物に取り付ける接地端子であって、導電性を有する端子本体部と、該端子本体部を接
地構造物に固定するための固定部とを備え、前記端子本体部は、前記接地構造物に当接さ
せる当接部と、該当接部に対向する対向部とを有し、前記当接部には前記対向部に向けて
開口するねじ孔が形成され、前記対向部には前記ねじ孔と対向する対向方向において直線
上に並ぶ位置で貫通するスライド孔が形成され、前記固定部は、軸状であり且つ軸線方向
における一端が前記当接部と前記対向部との間に配置されるよう前記スライド孔にスライ
ド可能に挿通されるスライド軸部と、該スライド軸部の前記一端に延設された固定軸部で
あって、外面にねじ山が形成された固定軸部と、前記スライド軸部の前記一端部に設けら
れる押圧部であって、外周側端が該スライド軸部の外面よりも外側に位置する押圧部とを
有し、前記固定軸部が前記ねじ孔に螺合可能である。
【００１９】
　かかる接地端子を接地構造物に対して設置するには、接地構造物を当接部と固定軸部と
の間に介在させ、さらに、接地構造物に当接部をあてがう。
【００２０】
　そして、前記対向方向においてねじ孔と接地構造物の貫通孔とが連通している場合（す
なわち、接地構造物の貫通孔の位置とねじ孔の位置とが合っている場合）は、固定部全体
を接地構造物側にスライドさせると、固定軸部が接地構造物の貫通孔に挿通され、該固定
軸部がねじ孔に到達する。これにより、接地構造物に対する接地端子の位置ずれが防止さ
れ、さらに、固定軸部がねじ孔に締め込まれると、押圧部と当接部とで接地構造物が挟持
される。
【００２１】
　一方、前記対向方向において接地構造物の貫通孔とねじ孔とが連通していない場合（す
なわち、接地構造物の貫通孔の位置とねじ孔の位置とが合っていない場合）は、固定部全
体を接地構造物側にスライドさせると、固定軸部が接地構造物に突き当たる。そのため、
接地構造物に対する接地端子の位置ずれが防止されず、さらに、固定軸部をねじ孔に締め
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込むこと、すなわち、押圧部と当接部とで接地構造物を挟持することもできない状態にな
る。
【００２２】
　このように、前記接地端子は、押圧部と当接部とが接地構造物を挟持する前に接地構造
物に対する位置ずれ防止機能を発揮させる操作を要する構造になっている。
【００２３】
　本発明の接地端子において、前記押圧部には、前記当接部との間を視認するための視認
部が形成されている。
【００２４】
　かかる構成によれば、視認部を通じて押圧部と当接部との間を視認することができるた
め、押圧部と当接部の間に位置する固定軸部や、当接部のねじ孔を視認することができる
。従って、前記接地端子は、視認部を通じて固定軸部とねじ孔との位置関係を把握し易く
することができる。
【００２５】
　また、本発明の接地端子は、前記ねじ孔に対する前記固定軸部の螺合を規制すべく、前
記ねじ孔の前記開口上に配置され、且つ前記接地構造物に押されることによって、前記固
定軸部が前記ねじ孔に対して螺合可能となるように前記ねじ孔の前記開口上から退避する
螺合規制部を備えていてもよい。
【００２６】
　かかる構成によれば、螺合規制部を接地構造物に当接させて螺合規制部が退避するよう
に当接部と対向部との間に接地構造物を十分に差し込むと、螺合規制部がねじ孔と固定軸
部との間から十分に退避するため、固定軸部を接地構造物の挿込孔に差し込むことができ
、さらに、該固定軸部をねじ孔に螺合させることができる状態になる。
【００２７】
　一方、当接部と対向部との間への接地構造物の差し込みが不十分である場合、螺合規制
部がねじ孔と固定軸部との間から完全に退避していない場合には、固定部全体を接地構造
物側にスライドさせると固定軸部が螺合規制部に干渉するため、固定軸部をねじ孔に螺合
させることができない状態になる。
【００２８】
　従って、前記接地端子は、当接部と対向部との間への接地構造物の差し込みが不十分で
あることが原因で、接地構造物に対する位置ずれ防止機能が発揮されていない状態のまま
誤って設置されてしまうことを避けることができる。
【発明の効果】
【００２９】
　以上のように、本発明の接地端子によれば、接地構造物に対する位置ずれ防止機能が発
揮されずに誤って設置されてしまうことを避けることができるという優れた効果を奏し得
る。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】図１は、本発明の一実施形態に係る接地端子の側面図である。
【図２】図２は、図１におけるＩＩ－ＩＩ線における断面図である。
【図３】図３は、図１におけるＩＩＩ－ＩＩＩ線における断面図である。
【図４】図４は、同実施形態に係る接地端子の使用状態の説明図である。
【図５】図５は、同実施形態に係る接地端子の使用状態の説明図であって、（ａ）は当接
部と固定軸部の間に接地構造物を介在させた状態の説明図であり、（ｂ）は当接部のねじ
孔の位置を接地構造物の貫通孔の位置に合わせた状態の説明図であり、（ｃ）は当接部と
押圧部とで接地構造物を挟持した状態の説明図である。
【図６】図６は、本発明の他実施形態に係る接地端子の横断面図である。
【図７】図７は、本発明の別の実施形態に係る接地端子の横断面図である。
【図８】図８は、本発明のさらに別の実施形態に係る接地端子の説明図であって、（ａ）
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は当接部と固定軸部の間に接地構造物を介在させる前の状態の説明図であり、（ｂ）は当
接部と押圧部とで接地構造物を挟持した状態の説明図である。
【図９】図９は、本発明のさらなる別の実施形態に係る接地端子の説明図であって、（ａ
）は側面図であり、（ｂ）は（ａ）のＩＸ－ＩＸ線における断面図である。
【図１０】図１０において、（ａ）は図９に示す接地端子の側面図であって、当接部と押
圧部とで接地構造物を挟持した状態の側面図であり、（ｂ）は（ａ）のＸ－Ｘ線における
断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　以下、本発明の一実施形態にかかる接地端子について、添付図面を参照しつつ説明する
。
【００３２】
　本実施形態に係る接地端子は、電線や電気設備等の接地をとる際に、大地につながる接
地構造物に設置するものである。また、本実施形態に係る接地端子は、該接地構造物に形
成されている貫通穴を利用して、該接地構造物に対する位置ずれを防止する機能（以下、
位置ずれ防止機能と称する）を発揮できるように構成されている。
【００３３】
　具体的に説明すると、接地端子は、図１に示すように、接地構造物に取り付ける接地端
子１であって、導電性を有する端子本体部２と、該端子本体部２を接地構造物に固定する
ための固定部３とを備えている。
【００３４】
　端子本体部２は、接地構造物に当接させる当接部２０と、該当接部２０に対向する対向
部２１と、対向部２１と当接部２０とに繋がる連設部２２と、該端子本体部２に設けられ
る接続部２３であって、接地線を電気的に接続するための接続部２３とを有する。なお、
接地線とは、電線に取り付けるアースフック等の接地器具と接地端子１とを電気的に接続
するための長尺なケーブルである。
【００３５】
　端子本体部２は、側面視においてコの字状であり、接地構造物を抜差な凹部を画定する
ように構成されている。
【００３６】
　本実施形態に係る端子本体部２では、当接部２０と対向部２１とが連設部２２から同方
向に延出している。また、本実施形態に係る端子本体部２では、当接部２０の先端と対向
部２１の先端との間が開放されているため、この当接部２０の先端と対向部２１の先端と
の間を通じて接地構造物を当接部２０と対向部２１の間に抜き差しできるようになってい
る。
【００３７】
　本実施形態では、当接部２０と対向部２１とが対向する方向を対向方向と称し、当接部
２０と対向部２１との間に接地構造物を抜き差しする方向を抜差方向と称し、前記対向方
向及び該抜差方向のそれぞれに直交する方向を横幅方向と称して以下の説明を行うことと
する。なお、本実施形態においては、当接部２０と対向部２１とが連設部２２から延出す
る方向と、前記抜差方向とは同じ方向である。
【００３８】
　当接部２０は、対向部２１に向けて配置された対向面（以下、当接側対向面と称する）
２００を有する。また、当接側対向面２００には、前記対向方向に直交する各方向（すな
わち、前記抜差方向及び前記横幅方向）に広がる平面領域２００ａと、前記抜差方向にお
いて平面領域２００ａの手前側に位置し且つ前記対向方向における外方側に向けて切り欠
かれた形状の切欠領域２００ｂが含まれている。
【００３９】
　このように、平面領域２００ａは、対向部２１の基端部側（前記抜差方向における奥側
）に位置し、切欠領域２００ｂは、平面領域２００ａよりも対向部２１の先端部側（前記
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抜差方向において平面領域２００ａよりも手前側）に位置している（図３参照）。
【００４０】
　平面領域２００ａは、前記対向部２１の基端部から前記抜差方向における対向部２１の
中央部よりも先端部側の位置まで形成されている。そのため、前記抜差方向において、平
面領域２００ａの寸法は、切欠領域２００ｂの寸法よりも大きくなっている。
【００４１】
　切欠領域２００ｂは、該平面領域２００ａの外縁から前記抜差方向における一方向側（
当接部２０と対向部２１との間から接地構造物を引き抜く方向側）に延出しつつ、前記対
向方向において対向部２１とは反対側に向かうように傾斜した傾斜面によって構成されて
いる。
【００４２】
　さらに、当接部２０には、前記対向部２１に向けて開口するねじ孔２０１が形成されて
いる。ねじ孔２０１は、平面領域２００ａ内であり且つ前記抜差方向における当接部２０
の中央部に形成されている。また、本実施形態では、ねじ孔２０１が前記対向方向におい
て当接部２０を貫通するように形成されている。
【００４３】
　対向部２１は、当接部２０に向けて配置された対向面（以下、対面側対向面と称する）
２１０を有する。対面側対向面２１０は、前記対向方向に直交する各方向（前記抜差方向
及び前記横幅方向）に広がる平面である。
【００４４】
　対向部２１には、前記対向方向で貫通するスライド孔２１１が形成されている。スライ
ド孔２１１は、対面側対向面２１０の略中央部に形成されており、前記対向方向において
ねじ孔２０１と同一直線上に並ぶように形成されている。
【００４５】
　連設部２２は、板状に形成された部分であり、各板面が前記抜差方向に向くように配置
されている。そして、本実施形態では、当接部２０と対向部２１とが連設部２２の一対の
板面のうちの一方の板面（以下、連設内面と称する）２２０から前記抜差方向における前
記一方向側に向けて延出している。そのため、連設内面２２０は、前記抜差方向における
接地端子１の内底を構成している。
【００４６】
　接続部２３は、連設部２２の一対の板面のうちの他方の板面（以下、連設外面と称する
）２２１に設けられている。また、接続部２３は、連設外面２２１から前記対向方向に対
して直交する方向に向けて延出している。接続部２３の先端には、接地線が電気的に接続
される。
【００４７】
　なお、本実施形態に係る接続部２３には、接続孔２３０が形成されている。接続孔２３
０は、接続部２３を貫通するように形成されていてもよいし、接続部２３に対して非貫通
であってもよい。
【００４８】
　前記固定部３は、軸状であり且つ軸線方向における一端が当接部２０と対向部２１との
間に配置されるようスライド孔２１１にスライド可能に挿通されるスライド軸部３０と、
該スライド軸部３０の前記一端に延設された固定軸部であって、外面にねじ山が形成され
た固定軸部３１と、スライド軸部３０の前記一端部に設けられる押圧部であって、外周側
端が該スライド軸部３０の外面よりも外側に位置する押圧部３２と、スライド軸部３０の
軸線方向における他端に設けられた摘部３３とを有する。
【００４９】
　スライド軸部３０の前記軸線方向における長さは、平面領域２００ａから対向部２１の
外面（対向部２１の対面側対向面２１０とは反対側の面）までの距離よりも長くなってい
ることが好ましい。また、スライド軸部３０の外径は、接地構造物の貫通穴の内径よりも
僅かに小さくなっている。
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【００５０】
　固定軸部３１は、スライド軸部３０に対して同心である。そして、固定軸部３１の長さ
は、当接部２０の厚み（前記対向方向における厚み）よりも大きくなっている。また、固
定軸部３１の外径は、接地構造物の貫通穴の内径よりも小さく、且つスライド軸部３０の
外径よりも僅かに小さくなっている。
【００５１】
　なお、固定部３におけるスライド軸部３０と固定軸部３１とは、いわゆる、半ねじ状に
形成された部分である。
【００５２】
　押圧部３２は、平板状（本実施形態では、円板状）に形成されている（図２参照）。ま
た、押圧部３２の中央部には、スライド軸部３０が挿通された状態で固定されている。
【００５３】
　さらに、押圧部３２は、スライド軸部３０の前記一端からスライド軸部３０の他端側に
ずれた位置に設けられている。そのため、固定部３では、スライド軸部３０の前記一端と
固定軸部３１とが押圧部３２よりも当接部２０側に配置されている。
【００５４】
　押圧部３２の一方の板面は当接部２０側に向けて配置され、押圧部３２の他方の板面は
対向部２１側に向けて配置されている。そして、押圧部３２の一方の板面は、前記対向方
向において平面領域２００ａ及び切欠領域２００ｂのそれぞれに対向している。
【００５５】
　摘部３３は、スライド軸部３０の外周面よりも外方（スライド軸部３０の径方向におけ
る外方向）に張り出した形状になっている。そのため、スライド軸部３０の前記対向方向
におけるスライド量は、摘部３３と押圧部３２との間隔に対応している。
【００５６】
　続いて、接地端子１の使用方法について説明する。なお、本実施形態では、図４に示す
ように、接地端子１には接地線Ｌを介して接地器具であるアースフックＦが接続されてい
ること、及び接地構造物Ｇとしての鉄塔のアングル材に該接地端子１を設置することを前
提として、接地端子１の使用方法についての説明を行うこととする。
【００５７】
　接地端子１をアングル材に固定するにあたり、押圧部３２を当接部２０から十分に離間
させた状態にする。そして、図５（ａ）に示すように、当接部２０と押圧部３２及び固定
軸部３１の間にアングル材が介在するよう、接地端子１の位置を調整した後に、当接部２
０をアングル材にあてがう。
【００５８】
　このとき、図５（ｂ）に示すように、前記対向方向においてアングル材の貫通孔Ｈとね
じ孔２０１とが連通している場合（すなわち、貫通孔Ｈの位置とねじ孔２０１の位置とが
合っている場合）は、固定部３全体をアングル材側にスライドさせると、図５（ｃ）に示
すように、固定軸部３１がアングル材の貫通孔Ｈに挿通され、該固定軸部３１がねじ孔２
０１に到達する。
【００５９】
　そのため、アングル材に対する接地端子１の位置ずれが防止された状態、すなわち、位
置ずれ防止機能を発揮した状態になり、さらに、摘部３３を操作して固定軸部３１をねじ
孔２０１に締め込むことによって、押圧部３２と当接部２０とでアングル材を挟持するこ
とができる。
【００６０】
　一方、当接部２０と押圧部３２との間にアングル材が深く差し込まれているものの、前
記対向方向においてアングル材の貫通孔Ｈとねじ孔２０１とが連通していない場合（すな
わち、貫通孔Ｈの位置とねじ孔２０１の位置とが合っていない場合）は、固定部３全体を
アングル材側にスライドさせると固定軸部３１がアングル材に突き当たる。そのため、ア
ングル材に対する位置ずれ防止機能を発揮できず、また、固定軸部３１をねじ孔２０１に
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締め込むこと、すなわち、押圧部３２と当接部２０とでアングル材を挟持することもでき
ない状態になる。
【００６１】
　このように、接地端子１は、アングル材が押圧部３２と対向部２１の間に適切に差し込
まれている状態において、アングル材に対する接地端子１の位置ずれを防止する機能を発
揮でき、さらに、押圧部３２と当接部２０とでアングル材を挟持できるようになっている
。
【００６２】
　従って、本実施形態に係る接地端子１によれば、押圧部３２と当接部２０とが接地構造
物Ｇを挟持する前に接地構造物Ｇに対する位置ずれ防止機能を発揮させる操作を要する構
造となっているため、接地構造物Ｇに対する位置ずれ防止機能が発揮されていない状態の
まま誤って設置されてしまうことを避けることができるという優れた効果を奏し得る。
【００６３】
　また、当接部２０のねじ孔２０１の手前側（前記抜差方向における手前側）には、前記
対向方向において対向部２１とは反対側に向かうように傾斜した傾斜面（切欠領域２００
ｂ）が形成されているため、押圧部３２と対向部２１との間に介在させた接地構造物Ｇが
前記抜差方向においてねじ孔２０１の手前までしか到達していない場合は、当接部２０に
押圧部３２を接近させたとしても、接地構造物Ｇが押圧部３２と当接部２０とによって適
切に挟持されず、該接地構造物Ｇが端子本体部２から外れる。
【００６４】
　そのため、本実施形態に係る接地端子１は、押圧部３２と対向部２１の間への接地構造
物Ｇの差し込みが不十分である場合においても、接地構造物Ｇに対する位置ずれ防止機能
が発揮されていない状態のまま誤って設置されてしまうことを避けることができる。　
【００６５】
　なお、本発明の接地端子は、上記一実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨
を逸脱しない範囲において種々変更を行うことは勿論である。
【００６６】
　上記実施形態において、対向部２１の当接側対向面２００には、切欠領域２００ｂが形
成されていたが、この構成に限定されない。例えば、対向部２１の当接側対向面２００は
、全域に亘って前記抜差方向及び前記横幅方向に広がる平面で構成されていてもよい。但
し、位置ずれ防止機能が発揮されずに誤って設置されてしまうことを避けるうえでは、当
接側対向面２００に切欠領域２００ｂが形成されていることが好ましい。
【００６７】
　上記実施形態において、切欠領域２００ｂは、平面領域２００ａから延出するとともに
前記対向方向において対向部２１とは反対側に向かうように傾斜していたが、この構成に
限定されない。例えば、切欠領域２００ｂは、平面領域２００ａと平行に広がり且つ前記
対向方向において平面領域２００ａよりも外側に位置する平面であってもよい。すなわち
、当接側対向面２００は、段状に形成されていてもよい。
【００６８】
　上記実施形態において、ねじ孔２０１は、前記対向方向において当接部２０を貫通する
ように形成されていたが、この構成に限定されない。例えば、ねじ孔２０１は、当接部２
０に対して非貫通の凹部であってもよい。
【００６９】
　上記実施形態において、押圧部３２は、スライド軸部３０の一端からスライド軸部３０
の他端側にずれた位置に設けられていたが、この構成に限定されない。例えば、押圧部３
２は、スライド軸部３０の一端と対応する位置に設けられていてもよい。
【００７０】
　上記実施形態において、特に言及しなかったが、押圧部３２には、図６に示すように、
押圧部３２と当接部２０との間を視認するための視認部３２０が形成されていてもよい。
【００７１】
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　この場合、例えば、押圧部３２の一部が切り欠かれた形状、例えば、円板状の押圧部３
２の一部が切り欠かれた形状や、図７に示すように、矩形状の押圧部３２の一部（各角部
）が切り欠かれた形状とすることによって視認部３２０を形成してもよい。
【００７２】
　視認部３２０を備える接地端子１によれば、視認部３２０を通じて押圧部３２と当接部
２０との間を視認することができるため、固定軸部３１や当接部２０のねじ孔２０１を視
認することができる。従って、前記接地端子１は、視認部３２０を通じて固定軸部３１と
ねじ孔２０１との位置関係を把握し易くすることができる。
【００７３】
　なお、押圧部３２と当接部２０の間に位置する固定軸部３１や当接部２０のねじ孔２０
１を視認することができれば、押圧部３２に貫通孔を形成し、この貫通穴により視認部３
２０を構成してもよい。
【００７４】
　上記実施形態おいて、特に言及しなかったが、接地端子１は、図８（ａ）、及び図８（
ｂ）に示すように、ねじ孔２０１に対する固定軸部３１の螺合を規制すべく、ねじ孔２０
１の開口上に配置され、且つ接地構造物Ｇに押されることによって、固定軸部３１がねじ
孔２０１に対して螺合可能となるようにねじ孔２０１の開口上から退避する螺合規制部４
を備えていてもよい。　
【００７５】
　螺合規制部４は、板ばねで構成されており、弾性変形可能である。また、螺合規制部４
は、当接側対向面２００の平面領域２００ａに設けられており、当接部２０の基端部から
当接部２０の先端部側に向かって延出している。
【００７６】
　さらに、螺合規制部４は、前記抜差方向及び前記対向方向に対して交差するように傾斜
している。より具体的に説明すると、螺合規制部４は、当接部２０の基端部側から当接部
２０の先端部側に向かうにつれて、対向部２１に接近するように傾斜している。
【００７７】
　なお、ねじ孔２０１の開口上には螺合規制部４のうちの先端部が配置されている。
【００７８】
　かかる構成によれば、螺合規制部４を接地構造物Ｇに当接させて螺合規制部４が退避す
るように当接部２０と押圧部３２との間に接地構造物Ｇを十分に差し込むと、螺合規制部
４がねじ孔２０１と固定軸部３１との間から十分に退避するため、固定軸部３１を接地構
造物Ｇの挿込孔に差し込むことができ、さらに、該固定軸部３１をねじ孔２０１に螺合さ
せることができる状態になる。
【００７９】
　一方、当接部２０と押圧部３２との間への接地構造物Ｇの差し込みが不十分である場合
は、螺合規制部４がねじ孔２０１と固定軸部３１との間から完全に退避していない状態の
ままとなるため、固定部３全体を接地構造物Ｇ側にスライドさせると固定軸部３１が螺合
規制部４に干渉し、固定軸部３１をねじ孔２０１に螺合させることができない状態になる
。
【００８０】
　従って、前記接地端子１は、当接部２０と押圧部３２との間への接地構造物Ｇの差し込
みが不十分であることが原因で、接地構造物Ｇに対する位置ずれ防止機能が発揮されてい
ない状態のまま誤って設置されてしまうことを避けることができる。
【００８１】
　なお、螺合規制部４は、図９（ａ）、図９（ｂ）に示すように、前記抜差方向及び前記
横幅方向に対して交差するように傾斜していてもよい。より具体的に説明すると、螺合規
制部４は、先端部の位置と基端部の位置とが前記横幅方向でずれるように傾斜していても
よい。
【００８２】
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　この場合においても、図１０（ａ）、図１０（ｂ）に示すように、螺合規制部４を接地
構造物Ｇに当接させて螺合規制部４が退避するように当接部２０と押圧部３２との間に接
地構造物Ｇを十分に差し込むと、螺合規制部４がねじ孔２０１と固定軸部３１との間から
十分に退避するため、固定軸部３１を接地構造物Ｇの挿込孔に差し込むことができ、さら
に、該固定軸部３１をねじ孔２０１に螺合させることができる状態になる。
【００８３】
　そして、当接部２０と押圧部３２との間への接地構造物Ｇの差し込みが不十分である場
合は、螺合規制部４がねじ孔２０１と固定軸部３１との間から完全に退避していない状態
のままとなるため、固定部３全体を接地構造物Ｇ側にスライドさせると固定軸部３１が螺
合規制部４に干渉し、固定軸部３１をねじ孔２０１に螺合させることができない状態にな
る。
【符号の説明】
【００８４】
　１…接地端子、２…端子本体部、３…固定部、４…螺合規制部、２０…当接部、、２１
…対向部、２２…連設部、２３…接続部、３０…スライド軸部、３１…固定軸部、３２…
押圧部、３３…摘部、２００…当接側対向面、２００ａ…平面領域、２００ｂ…切欠領域
、２０１…孔、２１０…対面側対向面、２１１…スライド孔、２２０…連設内面、２２１
…連設外面、２３０…接続孔、３２０…視認部、Ｆ…アースフック、Ｇ…接地構造物、Ｈ
…貫通孔、Ｌ…接地線

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】



(12) JP 6889857 B2 2021.6.18

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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